
申請に必要な書類を揃えた後に、右側チェック欄に✓を入れ、署名のうえ本確認表を一番上にして提出してください。

№ 確認内容 チェック

1 学生寄宿舎入居申請確認表（要提出）必要書類を揃えた後、チェック欄に✓を入れてください。 ☐

2 入居申請書 写真の貼り忘れ、記入漏れはありませんか？ ☐

3 受付番号通知用紙 送付先住所の記入 ☐

4 結果通知用宛名記入用紙 送付先住所の記入 ☐

☐

☐

6 ドミトリー３を希望する者は提出 ☐

№ 確認内容 チェック

7
障害者手帳（写）・療育手帳（写）
精神障害者保健福祉手帳（写）　等

☐

8 介護保険被保険者証（写） ☐

9 長期療養者に係る療養費証明書　等
※募集要項をよく読み、該当者のみ提出してください。

☐

10
調停期日呼出状・事件係属証明書　等
※離婚に関することがわかる書類の提出が必要です。提出がない場合は認め
られません。

☐

11 修業年限超過者特別事由書　等
※単位不足等により修業年限を超過する者は「成績証明書」を併せて提出

☐

№

12

13

No.12と13の内容を確認し、了承しました。
なお、提出する書類の内容は真正なものです。

　　　　　　 令和　　　　年　　　　月　　　　日

申請者氏名（自署）

保護者氏名（自署）

確認内容

「必ず提出する書類」が提出されていない場合は、申請は不受理（選考されない）になること、また、「所得に関
する証明書」及び「該当がある場合のみ提出する書類」で不適当なものは除外したうえで選考されること（いず
れの場合も、選考前に本学から連絡をすることはありません。）

虚偽の申請が発覚した場合は申請が無効となり、入居許可が取り消され、在学中の入居申請が一切認められなくなること

離婚裁判（調停中）である場合

※以下は十分に確認してください。

標準修業年限を超過する学生

学生寄宿舎入居申請確認表（要提出）※在学生等

必ず提出する書類

提出書類

5

所得に関する証明書
（所得がない場合は、その証明書）

家計支持者（父母又は父母に代わり家計を支持する者）の所得に関する書類
を提出すること。ただし、ドミトリー３のみ希望する者は提出不要。

※父の証明書
『所得課税証明書』の提出は必須。
加えて、給与収入者、事業所得者、年金受給者、所得の
ない方それぞれ該当する書類を提出。
※父母等それぞれの証明書が必要です。（父（母）子家庭
の場合は、どちらか一方の証明書）

※母の証明書

入居理由記入用紙

提出書類

障害者がいる世帯

要介護者がいる世帯

長期療養者がいる世帯

※該当がある場合のみ提出する書類

受付番号
（事務局記入欄）


